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 “ 鈴木鎮一記念館 ”
　松本市の魅力を “ 三ガク都 ” と表現するこ
とがございます。その一つ “ 楽都 ” は音楽都
市を表現しておりますが、その礎を築かれた
お一人が音楽による幼児の才能教育「スズキ・
メソード」を生み出した偉大な音楽家で教育
者である鈴木鎮一先生です。
　松本市旭地区には鈴木先生が過ごされた邸
宅を活用した「鈴木鎮一記念館」があり、先
生の業績やスズキ・メソードの神髄に触れて
いただくことが出来ます。
（関連記事9頁掲載　大沢利充編集委員）
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　令和５年度税制改正大綱は、法人課税では研究開発税制の見直し、消費課税はインボイス制度の負担軽減措置
等が導入されることになりました。また、個人所得課税では少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の抜本的拡充・恒
久化や極めて高い水準の高所得者層への負担適正化措置の導入、資産課税は相続時精算課税制度や暦年課税に係
る相続前贈与の加算期間の見直しなどが行われることとなりました。
　一方、防衛費増額に向けた財源確保については、増税方針を盛り込み、法人・所得・たばこの３税で令和９年
度に「１兆円強を確保する」と明記されましたが、導入時期などの具体的な議論は来年度に持ち越されました。
　このような中、今後の税制等について以下の設問にお答えください。

令和６年度に向けた税
制改正を検討するにあた
り、中小企業向けの税制
で特に実現を希望するも
のを下記の中から２つ以
内でお選びください。

地方税の自主財源として
大きなウェイトを占める「固
定資産税」は、その税収が景
気に左右されないことから
地方税に適していると言わ
れています。その一方で、負
担感の高まりなどから抜本
的な見直しが必要との意見
があります。固定資産税を見
直すとした場合、特に重視す
るものを下記の中から２つ
以内でお選びください。

税に関するアンケート集計結果税に関するアンケート集計結果
（ご回答募集期間：令和５年２月～４月）

１．

２．

①法人税の軽減税率
の特例（15％）の
本則化と適用所得
金額（800万円以下）
の引き上げ 28％

①商業地等の宅地の評価方法に
ついて収益性を考慮した評価
に見直す 12%

②設備投資・研究開発
を促進する税制の更
なる拡充 19％

②家屋の評価を経過年数
に応じた評価方法に見
直す 25%

⑤交際費課税の損金算入枠の拡大
　７%

⑤わからない 10%

③雇用拡大・賃金引上げを促進
する税制の更なる拡充 32%

③償却資産（事業用資産）への課
税は廃止を含めて見直す 30%

⑥その他
【固定資産税の高いエリアへの優先的な予算投入／調整区域と市街化区域の際にある農
地の税金の見直し／老朽化した空家の土地は更地評価にする／建物の耐用年数経過後
の残存価額の引き下げ／自家用は引き下げ、投資用は引き上げる／季節性の高い宿泊
施設のオフシーズンへの配慮／市場価格との乖離をなくす】 ３%

⑥欠損金の繰戻還付制度の拡充　５%

⑦その他【税金計算の簡易化】 1%

④役員給与の損金算入の拡充 8%

④固定資産税の免税点を
大幅に引き上げる 20%
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　その他、税などについてのご意見を何でも自由にご記入ください。

住民税の超過課税は、個人ではなく主に法
人を課税対象としているうえ、長期間にわたっ
て課税を実施している自治体が多く、当会管内
でも法人税割において、麻績村を除く３市４村

（松本市・塩尻市・安曇野市・筑北村・生坂村・
山形村・朝日村）で超過課税を行っています。
この超過課税の理由について行政は説明責任を
果たしていると思いますか。下記の中からお考
えに最も近いものをお選びください。（長野県
法人会連合会と当会は連携して該当自治体へ標
準税率採用のお願いをしております。）
　

平成30年度税制改正では、
中小企業の代替わりを促進する
ため、10年間の特例措置（令和
９年12月末日まで）として、相
続税・贈与税の納税猶予制度の
抜本的な拡充（全株式を対象に
納税猶予割合が100％）が行わ
れました。本特例制度を適用す
るためには、令和６年３月末日
までに「特例承継計画」を提出
する必要がありますが、あなた
の会社の事業承継の状況につい
てお聞かせください。

現時点であなたの会社
の経営に新型コロナウイ
ルス感染症によるマイナ
スの影響はありますか。
下記の中から１つだけお
選びください。

【税体系・行財政全般】
国税より地方税の負担が大きいように感じる／国の税のあり方の長期ビジョンを示してほしい／消費税の減税
／現在の税制が適正・公平であるのか実感できないので、法人会としてよりよい声を上げていってほしい／大
企業（中小の大手含む）や高所得者からの税収を上げる／中小企業を支える政策を拡大してほしい／行政サー
ビスの無駄や経費を削減する努力が足りない／税金についての勉強を義務教育の中で強化してほしい／国税庁
で税のアプリ（例えば「税理Ｐｒｏ」のようなもの）を無料で提供してほしい
【インボイス制度】
インボイスなど税制改正に対応している企業への法人税率引き下げなどの優遇／インボイス制度について中小
企業の実態に配慮した施策の一層の拡大／撤回、もしくは全社強制にしてほしい（経過措置もかえって手間）
／インボイス制度の見直しを求める

４．

５．

３．

①特例承継計画を提出した ２%

①マイナスの影響は
ない 19%

②これから特例承継計
画を提出する予定で
ある 10%

②マイナスの影響は
あったが改善した 
29%

⑥その他
　【非常に迷っている／事業会社と持株
　会社が別のため回答できない等】15%

⑤事業を承継しない ８%

⑤その他【マイナスの影響は多少ある／営業の機会損失があった】 4%

③本特例制度を適用
しないで事業承継
を行う 7%

③今もマイナスの影響が続
いている 43%

④当面、事業承継を行う
予定はない 58%

④今はマイナス影響はないが今後
影響が出る可能性がある 5%

①（説明責任を）果たしていると思う 4%

②（説明責任を）どちら
かというと果たして
いると思う 11%

⑤わからない 
   29%

③（説明責任を）どちら
かというと果たして
いないと思う 32%

④（説明責任を）
果たしていな
いと思う 24%
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１．パワハラにおける慰謝料の金額
　　判例では、数万円程度を認定するものから2,000

万円以上を認定するものまで存在し、その認定額に
は大きな幅が存在しています。（９割がたは200万円
未満）

　　慰謝料金額を認定する際に考慮していると思われ
る要素として、⑴行為の悪質性⑵行為の継続性⑶結
果の重大性⑷被害者側の対応・素因という点が挙げ
られます。
⑴　パワハラ行為の悪質性
　　悪質性が低いものとして、上司の侮辱的な指導・

叱責や暴言、胸ぐらを掴んで前後に揺さぶった暴
行などがあります。

　　悪質性が高いものとして、退職に追い込むため
の執拗な隔離および監視、嫌がらせ的内容の業務
指示などによる精神的圧迫が極めて執拗かつ陰湿
で不当なものなどがあります。

⑵　パワハラ行為の継続性
　　一つ一つのパワハラ行為の悪質性が高くない場

合であっても、長期間継続することでより高額な
慰謝料（100万円を越える）が認定される傾向が
あります。

⑶　結果の重大性
　　うつ病などの精神疾患に罹患した場合には、少

なくとも100万円以上の慰謝料金額が認定されて
おり、その重症度に応じて増額されています。

　　自殺した場合に、自殺との間の因果関係が肯定
されると、概ね2,000万円前後の高額な慰謝料金
額が認定されていますが、パワハラ行為の悪質性
などその他の要素によって慰謝料金額に開きが生
じています。

⑷　被害者の対応・素因
　　パワハラに至った経緯に被害者側の落ち度が認

められる場合や精神疾患の発病などに被害者の素
因が寄与しているといった被害者側の事情が認め
られると、慰謝料金額の減額要素として考慮され
ます。被害者側に仕事を与えることを躊躇させる
言動や被害者が態度を改めないことや、被害者が
不遜な態度を取り続けたことなどの被害者側の落
度が認められると、数十万円の慰謝料金額にとど
まります。

２．パワハラと自殺との間の因果関係について
⑴　うつ病の発病から自殺へと至る因果経過の複雑

さがあり、パワハラ以外の要因も複数介在し、複
雑な因果経過を辿ることがむしろ通常でありま
す。

⑵　因果関係の判断基準
　　パワハラと自殺との間の因果関係を肯定するた

めには、「（一連の）パワハラが、客観的にみて、
社会通念上、うつ病を発病させるに足りるストレ
スを与える強度及び態様であること」が必要とさ
れます。

⑶　業務起因性との関係
　　類似した制度として、労災認定における業務起

因性の問題があります。両制度の基礎が異なるた
め、因果関係と業務起因性とを直ちに同視するこ
とはできませんが、近時の裁判例の傾向を見る限
り、精神疾患の発病に関しては、因果関係と業務
起因性の判断とで結論が一致している例が多数で
あります。

⑷　過重労働
　　使用者を相手取る場合には、その注意義務違反

または安全配慮義務違反の態様として、過重労働
の点に着目することも忘れてはなりません。

３．損害賠償請求に対する過失相殺・素因減額の抗弁
について
⑴　労働者に心因的素因がある場合
　　最高裁では、特定の労働者の性格が同種の業務

に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定
される範囲を外されるものでない場合には、損害
賠償額を決定するにあたり、その性格およびこれ
に基づく業務遂行の態様等を心因的要因として斟
酌することはできない旨を判示しました。

　　パワハラ被害に遭う前には心療内科などの通院
歴がないような事案において、心因的要因による
過失相殺が主張された場合には、その主張は排斥
される傾向にあります。

⑵　労働者の精神的健康に関する情報の申告義務、
健康維持配慮義務

　　労働者にとって、自己のプライバシーに属する
情報であり、人事考課などに影響しうる事柄とし
て通常は職場において知られることなく就労を継
続しようとすることが想定される性質の情報であ
るため、労働者が自身の精神的健康に関する情報
を会社側に申告しなかったことをもって過失相殺
を認めることには、判例は慎重な姿勢を示してい

中小企業におけるパワハラに対する法的対応（第３回）　
三 浦 守 孝三浦法律事務所　弁護士
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ます。
⑶　心因的要因以外で考慮される場合
　　被害者が業務上の指導や叱責を受けた場合にお

いて、被害者が仕事上の不手際を頻発していたこ
とをもって使用者側が過失相殺を主張した事案が
ありますが、過失相殺の主張については排斥され

ています。

『令和５年度税制改正について『令和５年度税制改正について
　（インボイス制度の円滑な実施に関する見直しを含む）　（インボイス制度の円滑な実施に関する見直しを含む）』』

テ
ー
マ

令和５年度令和５年度
前期税務研修会前期税務研修会

　本年度前期の税務研修会は、下記の日程で行います。会員の皆様には、別途ハガキにてご案内します。なお、
旧松本市内以外の部会は、部会総会も同時に実施いたしますので、あわせてご出席ください。
　＊講師：松本税務署担当官（松本会場 (A～ Eブロック )は全て14:00 ～、松本市駅前会館４階にて行います。）

日　程 部　　　　　会 時　間（松本各ブロックは 14:00 ～） 会　　場
５月８日㈪ 上高地・白骨温泉旅館部会 16:00 ～総会　・ 17:00 ～研修会 アルピコプラザホテル
５月９日㈫ 山形部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 山形村商工会
５月10日㈬ 安曇部会 15:30 ～総会　・ 16:10 ～研修会 松本商工会議所 安曇支所
５月15日㈪ 三郷部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 三郷商工会館
５月16日㈫ 奈川部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 松本市奈川文化センター 夢の森
５月17日㈬ 堀金部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 堀金商工会館
５月18日㈭ 筑北部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 麻績村商工会
５月22日㈪ 梓川部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 松本商工会議所 梓川支所
５月23日㈫ 波田部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 松本市波田商工会
５月24日㈬ 朝日部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 朝日村商工会
６月１日㈭ 川手部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 明科商工会館
６月２日㈮　松本Ａブロック（中央・大手・深志　各地区と農協部会）
６月５日㈪ 塩尻部会 15:00 ～研修会・ 16:10 ～総会 中信会館

６月６日㈫ 松本Ｂブロック（城西・丸の内・開智・北深志・白板・宮渕・宮渕本村・巾上・中条・新橋・蟻ヶ崎・蟻ヶ
崎台・城山・沢村・桐・旭・美須々・岡田（各町）・渚・島内　各地区）

６月７日㈬ 豊科部会 15:00 ～総会　・15:50 ～研修会 豊科公民館
６月８日㈭ 穂高部会 15:00 ～総会　・ 15:50 ～研修会 安曇野市商工会 穂高商工会館

６月14日㈬　松本Ｃブロック（城東・清水・元町・女鳥羽・埋橋・県・筑摩・神田・里山辺・入山辺・浅間温泉・南浅間・
横田・惣社・大村・水汲・洞・稲倉・原・三才山・寿（各町）・松原・並柳・中山・中山台・内田　各地区）

６月21日㈬　松本Ｄブロック（本庄・庄内・南松本・鎌田・双葉・井川城・出川町・出川・征矢野・高宮（各町）・両島・
笹部・南原・島立・新村・和田　各地区）

６月27日㈫ 松本Ｅブロック ( 野溝木工・芳川野溝・野溝西・野溝東・市場・宮田・芳野・石芝・平田西・平田東・芳川小屋・
村井町（各町）・笹賀・空港東・神林・今井　各地区）

☆新型コロナ感染予防のため、当日、体調不良、発熱症状がある場合はご参加をご遠慮ください。

三浦法律事務所　当会顧問弁護士  三 浦 守 孝
〒390-0874　松本市大手 1-3-29　丸今ビル 3F
TEL(0263)39-2030 ㈹　FAX(0263)39-2031
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Ｑ．消費者物価上昇率を上回る賃上げを実現すべく、
中小企業の法人税の優遇措置が実施されています
が、その概要について教えて下さい。

Ａ．中小企業者等が、平成30年４月１日から令和６年
３月31日までの間に開始する各事業年度において国
内雇用者（注１）に対して給与等を支給する場合にお
いて、その事業年度においてその中小企業者等の雇
用者給与等支給額（注２）からその比較雇用者給与等
支給額（注３）を控除した金額のその比較雇用者給与
等支給額に対する割合が1.5パーセント以上である
ときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給
増加額の15パーセント相当額の法人税額の特別控除
ができることとされています。

　　更に、令和４年４月１日以降に開始する事業年度
については、次の２つの上乗せ要件を満たした場合
は、控除対象雇用者給与等支給増加額の最大40パー
セントに相当する額が税額控除限度額となります。

　　ただし、その税額控除限度額が適用年度の調整前
法人税額の20パーセント相当額を超えるときは当該
相当額を限度とします。

　（上乗せ要件）
Ⅰ．（雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）

／比較雇用者給与等支給額　≧2.5パーセント

Ⅱ．（教育訓練費の額（注４）－比較教育訓練費の額（注５））
／比較教育訓練費の額　≧10パーセント

以下、用語の説明です。
（注１）国内雇用者とは、法人の使用人（その法人の

役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きま
す。）のうちその法人の国内に所在する事業所につ
き作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

（注２）雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内
雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただ
し、その給与等に充てるため他の者から支払を受
ける金額（国または地方公共団体から受ける雇用
保険法第62条第１項第１号に掲げる事業として支

給が行われる助成金その他これに類するものの額
（以下「雇用安定助成金額」といいます。）を除きま
す。）がある場合には、その金額を控除します。

（注３）比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度に
おける雇用者給与等支給額をいいます。

（注４）教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職
務に必要な技術または知識を習得させ、または向
上させるために支出する費用で以下のものをいい
ます。
１　法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、

研修、講習その他これらに類するもの（以下「教
育訓練等」といいます。）を自ら行う場合の次の
費用
⑴　教育訓練等のために講師または指導者（そ

の法人の役員または使用人である者を除きま
す。以下「講師等」といいます。）に対して支払
う報酬、料金、謝金その他これらに類するも
のおよび教育訓練等を行うために要する講師
等の旅費のうちその法人が負担するものなら
びに教育訓練等に関する計画または内容の作
成についてその教育訓練等に関する専門的知
識を有する者（その法人の役員または使用人
である者を除きます。）に委託している場合の
その専門的知識を有する者に対して支払う委
託費その他これに類するもの

⑵　その教育訓練等のために施設、設備その他
の資産を賃借する場合におけるその賃借に要
する費用およびコンテンツ（文字、図形、色彩、
音声、動作もしくは映像またはこれらを組み
合わせたものをいいます。）の使用料（コンテ
ンツの取得に要する費用に該当するものを除
きます。）

２　法人から委託を受けた他の者がその法人の国
内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、そ
の教育訓練等のために当該他の者に対して支払
う費用

３　法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓
練等に参加させる場合の、当該他の者に対して
支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当
該他の者が行う教育訓練等に対する対価として
支払うもの

（注５）比較教育訓練費の額とは、法人の各事業年度
開始の日前１年以内開始した各事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の
額をいいます。

（税制委員会：赤羽総一郎、山口優子、木下茂登次　グループ稿）
（監修：関東信越税理士会　松本支部）

〔会社の税務…よろず相談室 182〕法人税…その59
中小企業における賃上げ促進税制
（旧 所得拡大促進税制 ）について

法
人
会
　
無
料
会
員
相
談
室
実
施
中
　
く
わ
し
く
は
事
務
局
ま
で
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◆原料不足や値上げに臨機応変に対応できずに焦った
Ａさん

　食品会社に入社して10年。５年前から商品管理部
門で働き、そろそろチーフの肩書もうわさされている
30代前半の男性Ａさんでしたが、このところの原料不
足や値上げなどで仕事が進まず焦っていました。早く
判断して処理しなければいけないのですが、慎重すぎ
て時間がかかり、ますます仕事量が増える悪循環の毎
日に、夜の眠りも浅くなり、疲労感も強くなりました。

「職場では言えないので」ということで相談を受けま
したので、プライバシー厳守を約束して対応しました。
　不測の事態に臨機応変に対応できないのはなぜか。
自分の気持ちや普段の仕事ぶりを聞いた結果、ひとつ
ひとつの仕事を間違いなく完璧にしなければ落ち着か
ない、という考えが強いことが分かりました。

◆「ひとりで抱え込まないこと」上司のひとことが奏功
　ここではあえて疲労感と表現しました。疲労と疲労
感の違いを分かってほしかったからです。Ａさんが感
じている疲れは仕事の忙しさというよりも、できてい
ない仕事への不安が心を疲れさせているということが
分かりました。ジョギングをした後の疲れはまさに疲
労です。休養すれば回復します。疲労感は休んでも改
善されません。「誰からも批判されないように完璧に
しなければいけない」という考え方が自分自身を苦し
めていたのです。順調だったＡさんの仕事が滞ってい
ることに気づいた上司が、「誰だってうまくいかない
時はある。自分だけで苦しんでいるんじゃないかな。
仕事はひとりで抱え込むのではなく、周囲とコミュニ
ケーションをとることが大事だ。コロナで在宅組もい
たことも影響したかな」と語ってくれました。その言

葉にＡさんも、自分の思い込みから、自分にダメ出し
をしていたことに気づきました。なかなかいい上司で
す。

◆自分にも寛容に ･･･ 柔軟性と適応力が生まれます
　完璧主義はもちろん長所もあります。長所とは①責
任感が強い、②最後まで手を抜かない、③信頼を裏切
らない、などです。短所はどうでしょう。こちらの方
が実はたくさんあります。列挙すれば①自分に厳しく
ダメな自分ばかり見て自分を追い詰める、②他人に厳
しくちゃんとやらない人を責める、③視野が狭く少し
でもつまずくと意欲を失ってしまう、④徹底的に取り
組むために仕事が遅くなる、⑤柔軟さに欠け完全でな
ければ意味がないと考える、などです。職場で孤立し
ている姿が浮かんできませんか。完璧主義から離れて、
自分に寛容になることができれば、他人に対しても寛
容になれます。柔軟性と適応力があれば、職場の人間
関係は良くなるでしょう。
　Ａさんの口からも「すべき」「しなければ」という
言葉が多く出ました。そして、その言葉を生み出す考
えが邪魔をしていたことに気づいてくれたのです。
　職場も仕事も大きく変化していく時代です。柔らか
思考で対応していくことがいかに適切か、Ａさんの例
が教えてくれています。
　

【筆者紹介】柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）　大学
卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業でカウ
ンセラーとして活動。産業カウンセラー、家族相談
士、交流分析士。

完璧主義ですか？　完璧主義ですか？　
デメリットに気づきましょうデメリットに気づきましょう

産業カウンセラー　柏木勇一
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　美味しいお水や温かなお風呂、清潔なトイレな
ど私たちが安全で快適な生活を送るためのイン
フラ設備として「水道」はとても大切です。㈱中信
水道さんは昭和 39 年の創業以来、中南信エリア
で水道設備工事や管工事に誠実に取組まれてき
ました。

　今回お話を伺った杉村さんは現在 31 歳。2 年
前に中信水道に入社され、現在は主に新築住宅の
水道設備を担当されています。「多くの施主様に
とって家を建てることは一大イベント。快適な家
にするためにも水回りはとても重要です。だか
らこそミスが無いようしっかりと、そして美しく
仕上げるよう心掛けています。現場の数だけ覚え
ることがありますが、上司や先輩に教えていただ
き、一日も早く技術を習得できるようがんばって
います。」とのこと。上司の方も「暑さ寒さが厳し
い外仕事が中心だけど本当に意欲的に働いてく
れている。だから仕事を覚えるのも早くとても頼
りになる存在です。」と大きな信頼を寄せていま
す。

　ご家庭では４人のお子さんのお父さん。ご家族
のためにも益々頑張られることでしょう。より一
層のご活躍をお祈りしております。

　（大沢利充編集委員）

　塩尻市広丘にござい
ます㈱塩尻電気工業。
ご縁があって平成18年
に小松社長が事業を引

き継ぐ際に法人化されて以来、住宅やビル、工場等の
電気設備事業に取り組まれています。現在は太陽光発
電と蓄電池の設置のお仕事を多くいただいているとの
ことですが、エネルギー価格の上昇や、環境への配慮
の必要性もあり、改めてその重要性が高まっているそ
うです。

　また、塩尻電気工業さんの特色として、舞台照明装
置の設置に関する仕事も
長年しており、ホールや
市民会館等の県内外の一
流の施設を数多く手掛け
られました。大勢の人々
に感動や笑顔を伝えるス
テージに欠かせない照明
を塩尻電気工業さんが支
えていたのですね。

　ご趣味はサッカー。今
は松本山雅ＦＣの応援がメインですが、30年ほど前
にはプレイヤーとして北信越リーグなどで戦ってい
た松本山雅の選手としてご活躍されていたとのこと。
取材を通じて太陽光発電や舞台照明のことはもちろ
ん、家庭での電気使用についてもとても分かりやすく
教えてくださった「電気工事のプロフェッショナル」
小松社長さんの益々のご活躍をご祈念いたします。　　　　　　
（清澤和恵編集委員）

『電気工事のプロフェッショナル』

『意欲的に
  仕事に取り組む』

株式会社　塩尻電気工業
塩尻市広丘高出　
代表取締役社長　小松 幸紀  氏

株式会社 中信水道
塩尻市大門七番町
　杉村　拓海 氏
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　世界 74 の国と地域で約 40 万人以上のお子さんが
学ぶ音楽による幼児の才能教育スズキ・メソード。「才
能は生まれつきではない　どの子も育つ　育て方ひと
つ」というモットーで知られる日本が世界に誇る幼児
教育法です。こちらの教育法を生み出し、生涯を捧げ
たのが鈴木鎮一先生です。
　明治 31 年名古屋市に生まれた鈴木先生。生家は日
本で最初にヴァイオリンを製造し、大正期には世界最
大級のヴァイオリン工場でした。17 歳の頃、たまた
ま耳にした「アヴェ・マリア」の調べに魂を揺さぶら
れ音楽の世界に。その後ドイツに留学し、一流の音

楽家に師事し多く
のことを学びまし
た。なおこの時、
相対性理論を唱え
たアインシュタイ
ン博士とも親交を
深 め た そ う で す

（記念館にはアイ

　　　鈴木鎮一記念館
～ 松本から世界に広がるスズ
キ・メソード。鈴木鎮一先生の
功績を讃え、後世に伝える ～

ンシュタイン博士
の手紙も展示され
ています）。帰国
後、国内で音楽活
動を行う中、小さ
な子供たちへの音
楽指導にも取り組
まれました。第二
次世界大戦時、長野県木曽福島に疎開されていた鈴木
先生のもとに、戦後、松本市の文化人たちが訪れ「音
楽学校の開設に協力いただきたい」とのお願いをした
そうです。それに対して先生は「大人ではなく、小さ
な子供たちを教えたい」とお答えになり、その気持ち
に賛同した大勢の方々からの支援を受け、昭和 21 年
に松本音楽院を開設し院長に就任され、以後約 50 年
間松本の地で音楽教育に情熱を注がれ、才能教育「ス
ズキ・メソード」は松本から世界に大きく羽ばたきま
した。
　記念館は鈴木先生が実際に約 40 年間お過ごしにな
られた邸宅を用いて平成８年に開館しました。館内に
は様々な写真や資料、世界中から贈られた表彰状や受
章メダルなどとともに、鈴木先生が実際に使われた書
斎も当時の姿のまま展示されており、先生の情熱やご
功績、スズキ・メソードの神髄に触れることが出来ま
すので是非足をお運びください。

　鈴木鎮一記念館　
　〒 390-0802　松本市旭 2-11-87
　電話 0263-34-6645

（大沢利充編集委員）

ふるさと！

　Ｊ３リーグ松本山雅ＦＣ主催試合観戦チケットを抽
選でプレゼントいたします。注意事項をご確認いただ
き、下記方法にてご応募くださいますようお願い申し
上げます。

【注意事項】
・チケット（引換券）は会場：アルウィン / ホーム自由

席です。
・各試合チケットは３枚ございます。（1 名の方にプ

レゼント）
・新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催を含

めスケジュール等が変更となる場合も予想されます
が、ご了承願います。

・今回は６月３日 [vsSC 相模原 ] と６月17日 [vs カマ
タマーレ讃岐 ] のチケットです。

　　以降、運営会社よりチケット受け取り次第、ご案
内いたします。

2023シーズン松本山雅ＦＣ主催試合
観戦チケットを抽選でプレゼント！！

【応募方法】
①お名前　②企業名　③ご連絡先（郵便番号・住所・
電話番号）④ご希望される試合
※お一人様 1 試合とさせていただきます。下の『対
戦スケジュール』をご確認いただき、「試合日時」
と「対戦チーム」をご記入下さい。

　上記 4 項目をご記入の上、法人会事務局にＦＡＸ
（36-0839）で、５月15日㈪までにご返信いただきます
ようお願い申し上げます。（当選者の発表はチケット
の発送をもって代えさせていただきます。）

『対戦スケジュール』
節 試合日時 対戦チーム キックオフ

時間

J3リーグ 12節 ６月３日㈯ SC 相模原 14:00

J3リーグ 14節 ６月17日㈯ カマタマーレ讃岐 18:00

【お問い合せ】　法人会事務局（電話：0263-35-8080）

書斎には先生愛用の備品が書斎には先生愛用の備品が
そのまま残されていますそのまま残されています

貴重な資料が展示されています貴重な資料が展示されています
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５月の予定
１日租税教室（洗馬小学校）　８日上高地・白骨温泉旅
館部会総会・税務研修会、青年部第六委員会、幹事会　
９日税制委員会グループ会議、山形部会税務研修会 ･
総会　10日女性部幹事会、安曇部会総会・税務研修
会　11日税務入門（おさらい）講座　12日正副会長会、
第21回理事会　15日三郷部会総会・税務研修会　16
日奈川部会総会・税務研修会、租税教室（明北小学校）　
17日堀金部会総会・税務研修会、租税教室（生坂小学
校）　18日筑北部会総会・税務研修会　22日梓川部会
総会・税務研修会　23日波田部会税務研修会・総会　
24日朝日部会税務研修会・総会　25日決算説明会　30
日第11回通常総会、社団化50周年記念式典 等　31日
広報委員会編集会議

決 算 説 明 会
（法人税・消費税 /4月決算法人対象）

【松本会場】 5月25日㈭ 
松本市駅前会館 「大会議室」

※新型コロナウイルス感染予防のため、当日、体調不良、発熱
症状がある場合はご参加をご遠慮ください。

【税務入門【税務入門（おさらい）（おさらい）講座開催のご案内】講座開催のご案内】

恒例となっております税務入門（おさらい）講座を下記
の通り開催いたします。

日　時　５月11日㈭　午後２時～４時半
会　場　松本市駅前会館 ４階「大会議室」
テーマ　「社会人向け租税教室」、
　　　　「企業会計と税務の相違点 等」
講　師　松本税務署担当官
お申込　事務局までお電話にて（0263-35-8080）

　自動車税種別割は、金融機関・コンビニエ
ンスストア以外にも、スマートフォンアプリ

（PayPay、 楽 天 ペ イ、d 払 い、LINE Pay）
やクレジットカード、インターネットバンキ
ング、ATM でのペイジー（Pay-easy）等で
も納付できます。

（注）　納付後すぐに車検を受ける場合は、納税
通知書に添付の納税証明書に記載の使用可
能期限内の領収印が押印された納税証明書
を提示する必要があります。

　　納税証明書に記載の使用可能期限後に納
付した場合、領収印の押印があっても納税
証明書は無効となりますのでご注意くださ
い。なお、納税証明書が必要な場合は、県
税事務所窓口で納付し、納税証明書の交付
を受けてください。

自動車税種別割の納付をお忘れなく！

普通自動車の自動車税種別割の普通自動車の自動車税種別割の
納期限は５月31日㈬です。納期限は５月31日㈬です。

　松本法人会が組織強化に向け
た取り組みとして、約４千社の会
員の皆様にお取引先やお知り合
いの事業所をご紹介いただく「法
人会やまびこ運動」へのご協力を
本年度もお願い申し上げます。
　厳しい状況下ではございます
が、この運動をきっかけに法人
会の輪をより一層広げていきたいと考えておりますの
で、皆様のお力添えを引き続きお願い申し上げます。

“ 法人会やまびこ運動 ”って何？
☆当会会員企業の皆様にお知合いやお取引先の事業所
（法人・個人※支店・営業所等も）をご紹介いただき、
当会へのご入会のきっかけとさせていただく運動で
す。※詳しくは当月号付録のオレンジ色のチラシを
ご覧ください。また、当会事業のご案内チラシも同
封いたしましたので、ご紹介の際などにご利用くだ
さい。

皆様のご協力をお願い申し上げます。

あなたのお知り合いを紹介してください

松本法人会の全ての松本法人会の全ての
会員の皆様へ会員の皆様へ
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近
年
、
地
球
温
暖
化

の
影
響
は
至
る
所
に
出

て
来
て
い
ま
す
。
４
月
に
夏
日
か
と
思
え
ば
冬

に
戻
っ
た
様
に
寒
か
っ
た
り
と
、
体
調
管
理
が

大
変
で
す
。

　

弊
社
で
も
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
き
２
月
頃
か
ら

バ
ス
ツ
ア
ー
を
再
開
し
ま
し
た
。
３
月
に
は
お

花
見
ツ
ア
ー
を
企
画
し
ま
し
た
が
、
桜
の
開
花

が
早
ま
り
大
変
心
配
す
る
こ
と
に
。
ツ
ア
ー
当

日
ま
で
な
ん
と
か
散
ら
ず
に
ギ
リ
ギ
リ
セ
ー
フ

で
お
花
見
が
出
来
ま
し
た
。

　

ツ
ア
ー
を
企
画
す
る
際
は
季
節
の
も
の
を
組

み
込
み
ま
す
が
最
近
は
な
か
な
か
日
に
ち
の
設

定
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
、
６
月
の
ツ

ア
ー
を
企
画
中
で
す
が
、
山
梨
の
さ
く
ら
ん
ぼ

狩
り
、
鎌
倉
の
ア
ジ
サ
イ
の
名
所
を
訪
ね
る
な

ど
、
例
年
と
同
じ
時
期
で
大
丈
夫
な
の
か
な
っ

て
？
お
客
様
を
が
っ
か
り
さ
せ
て
し
ま
わ
な
い

か
と
心
配
で
す
。
日
本
に
は
四
季
が
あ
っ
て
そ

の
季
節
で
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
、見
ら
れ
な
い
、

体
感
で
き
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す

が
…
。

　

よ
う
や
く
学
校
の
修
学
旅
行
や
社
会
見
学
が

出
来
る
様
に
な
っ
て
来
て
、
子
ど
も
達
に
は
い

ろ
い
ろ
な
体
験
を
さ
せ
て
あ
げ
た
い
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
一
人
一
人
が
温
暖
化
対
策
を
考
え

て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。（
清
澤
）

あ
と
が
き
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本
号
編
集
委
員
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清
澤
和
恵

　
　
　
　
大
沢
利
充
）

個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」
を研修会・諸会議の開催通知、機関紙
等の送付並びに福利厚生制度のご案内
など、本会の事業活動のために利用し、
それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の
開示、訂正等のお問い合わせは下記窓
口までお願いいたします。
一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係

　　発　行　所 
一般社団法人 松本法人会

〒390-0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35-8080 
FAX（0263）36-0839 
編集人　 百瀬衛貴男 

（毎月１回１日発行） 
印刷所　アサカワ印刷株式会社

小野神社の御柱祭
（塩尻市）

　塩尻市にございます信濃
国二之宮「小野神社」。令和
５年卯年は７年に一度の御
柱祭の年です（５月３日～５
日）。色とりどりの法被や衣
装を着飾った氏子衆が長持・

騎馬行列等とともに、沿道に紅白棒や提灯などが華
やかに飾られる演出の中、御柱を神社へと曳行して
いきます。※写真は小野神社（清澤和恵編集委員）
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「
愛
っ
て
何
？
」
と

　
　
　
　
　

き
い
て
み
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マ
ス
ク
な
し

　
　

集
合
写
真
に

　
　
　
　
　
　

照
れ
笑
い

掛
け
算
に

　
　

指
が
足
り
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　

愛
娘

新
米

※インターネットセミナー　ご利用時は
　会員ＩＤ：hj0915　パスワード：8080
　上記を入力してログインしてください。


